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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端子を収容する端子収容部と、前記端子収容部を横切って配置されるリテーナ収容部と
を有し、相手側ハウジングと嵌合されるコネクタハウジングと、
 前記リテーナ収容部内に配置され、前記端子収容部を横切る方向に変位するリテーナと
を備え、
　前記コネクタハウジングが、複数の外面を有するとともに、前記複数の外面のうち一面
に配置され、前記相手側ハウジングと嵌合する途上では撓み変形し、嵌合の完了に伴って
弾性復帰して前記相手側ハウジングと係止するロックアームを備え、
　互いに係合して前記コネクタハウジングに対して前記リテーナを保持する保持部および
保持受部のうち一方が前記一面に、他方が前記リテーナに配置され、
　前記保持部および前記保持受部のうち前記一面に配置される一方が、前記コネクタハウ
ジングの前記複数の外面のうち前記一面に垂直な他面側から見て前記ロックアームと重な
って配置されているコネクタ。
【請求項２】
　前記リテーナが、前記端子収容部に対する前記端子の挿抜を許容する仮係止位置と、前
記端子収容部に対する前記端子の挿抜を規制する本係止位置との間で変位可能となってお
り、
　前記保持部が、前記コネクタハウジングに対して前記リテーナが前記仮係止位置から前
記本係止位置まで変位する途上では撓み変形し、前記本係止位置への変位の完了に伴って
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弾性復帰して前記コネクタハウジングと係合する撓み部を備え、
 前記保持受部が、前記リテーナが前記本係止位置にある状態で前記撓み部に当接するこ
とで前記撓み部の前記コネクタハウジングへの係合を脱する方向への撓みを規制する撓み
規制部を備え、
　前記撓み規制部が、前記撓み部と当接する面に開口し、前記リテーナが前記仮係止位置
から前記本係止位置まで変位する途上にある状態では撓み変形した前記撓み部が入り込む
ことを許容する撓み許容空間を有している、請求項１に記載のコネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、コネクタハウジングに収容した端子金具を、リテーナによって抜け止めするコネ
クタが知られている。特開平１１－１６２５４７号公報には、コネクタハウジングと、サ
イドリテーナとを有するコネクタが開示されている。コネクタハウジングは、端子金具を
収容可能な複数の端子収容部と、相手側コネクタハウジングとの嵌合状態を保持するため
のロックアームとを備えている。サイドリテーナは、コネクタハウジングの側面から端子
収容部を横切るように差し込まれて、端子金具を抜け止めする。サイドリテーナは、コネ
クタハウジングにおいてロックアームが設けられた面に重なって配置される係止板を有し
、この係止板と、コネクタハウジングとに、互いに係合してサイドリテーナをコネクタハ
ウジングに対して固定するロック手段が設けられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１１－１６２５４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　コネクタハウジングと相手側ハウジングとの間には、両コネクタを嵌合する際にコネク
タハウジングと相手側ハウジングとの嵌合をガイドするためのガイド構造が設けられるこ
とがある。
【０００５】
　上記のコネクタにこのようなガイド構造を採用する場合、ロックアームと、コネクタハ
ウジングの左右両側縁にそれぞれ立てられた側壁との間の空間をガイド溝とし、相手側ハ
ウジングに、このガイド溝に挿入されるガイドリブを設けることが考えられる。
【０００６】
　しかし、上記のコネクタでは、係止板がコネクタハウジングのロックアームが設けられ
た面に重なって配置されているから、係止板との干渉を避けるため、相手側ハウジングの
リブの高さが係止板の板厚分だけ小さくなってしまう。
【０００７】
　本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、リテーナをコネクタハ
ウジングに係止するための構造と、コネクタハウジングの相手側ハウジングとの嵌合をガ
イドするための構造との干渉を回避できるコネクタを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、端子を収容する端子収容部と、前記端子収容部を横切って配置されるリテー
ナ収容部とを有し、相手側ハウジングと嵌合されるコネクタハウジングと、前記リテーナ
収容部内に配置され、前記端子収容部を横切る方向に変位するリテーナとを備え、前記コ
ネクタハウジングが、複数の外面を有するとともに、前記複数の外面のうち一面に配置さ
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れ、前記相手側ハウジングと嵌合する途上では撓み変形し、嵌合の完了に伴って弾性復帰
して前記相手側ハウジングと係止するロックアームを備え、互いに係合して前記コネクタ
ハウジングに対して前記リテーナを保持する保持部および保持受部のうち一方が前記一面
に、他方が前記リテーナに配置され、前記保持部および前記保持受部のうち前記一面に配
置される一方が、前記コネクタハウジングの前記複数の外面のうち前記一面に垂直な他面
側から見て前記ロックアームと重なって配置されているコネクタである。　
【０００９】
　このような構成によれば、コネクタハウジングの外面において、ロックアーム、保持部
および保持受部が配置されている領域の外側に、リテーナをコネクタハウジングに保持す
るための構造とコネクタハウジングを相手側ハウジングに保持するための構造との双方が
存在しない領域を確保することができる。そして、ここに、コネクタハウジングと相手側
ハウジングとの嵌合をガイドするための構造を配置することができる。これにより、リテ
ーナをコネクタハウジングに係止するための構造と、コネクタハウジングの相手側ハウジ
ングとの嵌合をガイドするための構造との干渉を回避できる。
【００１０】
　本発明の実施態様としては以下の態様が好ましい。
【００１１】
　前記リテーナが、前記端子収容部に対する前記端子の挿抜を許容する仮係止位置と、前
記端子収容部に対する前記端子の挿抜を規制する本係止位置との間で変位可能となってお
り、前記保持部が、前記コネクタハウジングに対して前記リテーナが前記仮係止位置から
前記本係止位置まで変位する途上では撓み変形し、前記本係止位置への変位の完了に伴っ
て弾性復帰して前記コネクタハウジングと係合する撓み部を備え、前記保持受部が、前記
リテーナが前記本係止位置にある状態で前記撓み部に当接することで前記撓み部の前記コ
ネクタハウジングへの係合を脱する方向への撓みを規制する撓み規制部を備え、前記撓み
規制部が、前記撓み部と当接する面に開口し、前記リテーナが前記仮係止位置から前記本
係止位置まで変位する途上にある状態では撓み変形した前記撓み部が入り込むことを許容
する撓み許容空間を有していてもよい。
【００１２】
　このような構成によれば、撓み許容空間によって、リテーナのコネクタハウジングへの
組付け時に必要な、撓み部の最低限の変形を許容しつつ、撓み規制部によって撓み部を押
さえることで、保持部と保持受部との係止力を補強できる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、リテーナをコネクタハウジングに係止するための構造と、コネクタハ
ウジングの相手側ハウジングとの嵌合をガイドするための構造との干渉を回避できるコネ
クタを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】実施形態のコネクタの斜視図
【図２】実施形態のコネクタの正面図
【図３】実施形態のコネクタの側面図
【図４】リテーナの斜視図
【図５】リテーナの正面図
【図６】図２のＡ－Ａ線断面図
【図７】図２のＢ－Ｂ線断面図
【図８】コネクタに端子を装着途中の様子を、図２のＢ－Ｂ線と同一箇所で切断して示す
断面図
【図９】コネクタに端子を装着した様子を、図２のＢ－Ｂ線と同一箇所で切断して示す断
面図
【図１０】リテーナが仮係止位置に保持された様子を示す断面図（図３のＣ－Ｃ断面図）
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【図１１】リテーナが仮係止位置から本係止位置に移動する途中の様子を図３のＣ－Ｃ線
と同一箇所で切断して示す断面図
【図１２】リテーナが本係止位置に保持された様子を図３のＣ－Ｃ線と同一箇所で切断し
て示す断面図
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明の実施形態を、図１～図１２を参照しつつ説明する。
【００１６】
　本実施形態のコネクタ１は、端子９０が装着され、相手側コネクタ（図示せず）に対し
て嵌合されるものである。コネクタ１は、コネクタハウジング１０と、このコネクタハウ
ジング１０に装着されるリテーナ７０とを備えている。コネクタハウジング１０とリテー
ナ７０とは、いずれも合成樹脂製である。
【００１７】
　コネクタハウジング１０は、図１、図２および図３に示すように、全体として直方体の
ブロックである。以下の説明では、直方体の６つの外面のうち、相手側コネクタとの嵌合
の際に相手側コネクタに対向する面を嵌合面１１、この嵌合面１１と平行な面を嵌合裏面
１２とし、嵌合面１１と垂直な４つの外面のうち一面をロック面１３、ロック面１３と平
行な面をロック裏面１４、嵌合面１１およびロック面１３に垂直な２つの面のうち一面を
挿入面１５、他面を挿入裏面１６とする。
【００１８】
　コネクタハウジングは、図１および図２に示すように、ロック面１３に、ロック凹部１
７を有している。ロック凹部１７は、ロック面１３を基準として内側に凹む凹部であって
、ロック面１３と平行な底面１８（外面に該当）と、この底面１８から連なり、挿入面１
５と平行な２つの側面１９Ａ、１９Ｂとによって定義される凹部である。２つの側面１９
Ａ、１９Ｂうち、挿入面１５に近い側が第１側面１９Ａ、挿入裏面１６に近い側が第２側
面１９Ｂである。ロック凹部１７は、挿入面１５と挿入裏面１６との間の中央に位置して
いる。ロック凹部１７は、嵌合面１１から嵌合裏面１２まで延びており、嵌合面１１側お
よび嵌合裏面１２側の端部が開放されている。
【００１９】
　コネクタハウジング１０は、複数の端子収容部２０と、ロック部３０と、リテーナ収容
部６０とを有している。
【００２０】
　複数の端子収容部２０のそれぞれは、図６、図７および図８に示すように、嵌合面１１
から嵌合裏面１２まで貫通し、嵌合面１１および嵌合裏面１２に対して垂直に延びる断面
矩形の内壁面２１によって定義される空間である。各端子収容部２０には、嵌合裏面１２
から嵌合面１１に向かって端子９０が挿入される。
【００２１】
　複数の端子収容部２０が、図１に示すように、ロック面１３と平行方向に、互いに間隔
を空けて並んで一列を構成しており、３つの端子収容部２０の列が、互いに平行に、間隔
を空けて並んで配置されている。最もロック面１３に近接した第１列は、底面１８よりも
ロック面１３に近い位置に配置されており、第１列を構成する複数の端子収容部２０は、
挿入面１５とロック凹部１７との間に並んでいる。第１列に隣接する第２列、および、最
もロック裏面１４に近接した第３列は、ロック凹部１７の底面１８とロック裏面１４との
間に配置されており、各列を構成する複数の端子収容部２０は、挿入面１５と挿入裏面１
６との間に並んでいる。
【００２２】
　ロック部３０は、図１に示すように、ロック凹部１７の内部に配置されており、その一
部がロックアーム３１、他の部分が保持受部４１である。
【００２３】
　ロックアーム３１は、コネクタハウジング１０が相手側コネクタと嵌合された際に、コ



(5) JP 6128056 B2 2017.5.17

10

20

30

40

50

ネクタハウジング１０と相手側ハウジングを正規嵌合位置にロックするための部分である
。ロックアーム３１は、図１に示すように、底面１８から垂直に立ち上がる支持部３２と
、支持部３２の立ち上がり端から嵌合裏面１２に向かって延びるロック板部３３とを備え
ている。ロック板部３３は、底面１８に対して間隔を空けて配置されており、支持部３２
を支点として底面１８に対して接近又は離間する方向へ弾性撓みすることが可能となって
いる。支持部３２は、嵌合面１１よりもやや嵌合裏面１２に近い位置に配置されている。
【００２４】
　ロックアーム３１は、ロック突起３４を有している。ロック突起３４は、ロック板部３
３から垂直に立ち上がる突起であって、ロック板部３３において、底面１８とは反対側の
面に配置されている。コネクタハウジング１０が相手側コネクタと嵌合される際には、ロ
ック板部３３が底面１８に近接する方向に撓んだ後、弾性復帰し、ロック突起３４が相手
側コネクタに設けられた受け部に係止される。これにより、コネクタハウジング１０が図
示しない相手側ハウジングに対して正規嵌合位置にロックされる。
【００２５】
　保持受部４１は、リテーナ７０がコネクタハウジング１０に装着された際に、リテーナ
７０を所定位置に保持するための部分である。保持受部４１は、図１に示すように、ロッ
クアーム３１から連なり、支持部３２よりも嵌合面１１に近接して配置されている。保持
受部４１は、２つの立設壁部４２、４３と、押さえ壁４４（撓み規制部に該当）と、仮係
止突起４８と、本係止突起４９とを備える。
【００２６】
　２つの立設壁部４２、４３のうち、第１立設壁部４２は、図１および図６に示すように
、底面１８において嵌合面１１側の端縁に配置され、底面１８と垂直に立ち上がる壁であ
る。また、第２立設壁部４３は、図１０、図１１および図１２に示すように、底面１８か
ら垂直に立ち上がり、第１立設壁部４２に対して垂直に配置された壁である。第２立設壁
部４３は、第１立設壁部４２および支持部３２の挿入裏面１６に近い端縁にそれぞれ連な
っている。押さえ壁４４は、図１、図１０、図１１および図１２に示すように、底面１８
に対して間隔を空けて、底面１８と平行に配置された板状の部位であって、第１立設壁部
４２の立ち上がり端、第２立設壁部４３の立ち上がり端、およびロック板部３３の嵌合面
１１に近い端縁に連なっている。
【００２７】
　第１立設壁部４２、第２立設壁部４３、押さえ壁４４、支持部３２、およびロック凹部
１７の底面１８によって囲まれた空間は、図１０、図１１および図１２に示すように、第
１側面１９Ａと対向する面に開口部（進入口４５）を有する係合空間４６である。
【００２８】
　仮係止突起４８、および本係止突起４９は、図１０、図１１および図１２に示すように
、係合空間４６の内部に配置されている。仮係止突起４８は、底面１８から押さえ壁４４
に向かって突出する突起である。本係止突起４９は、底面１８から押さえ壁４４に向かっ
て突出する突起であって、仮係止突起４８よりも第２立設壁部４３に近接する位置に、仮
係止突起４８に対して間隔を空けて配置されている。
【００２９】
　押さえ壁４４は、図１、図１０、図１１および図１２に示すように、逃がし孔４７（撓
み許容空間に該当）を有する。逃がし孔４７は、押さえ壁４４の底面１８と対向する面か
らその反対側の面まで貫通する孔である。逃がし孔４７は、仮係止突起４８および本係止
突起４９と対向する位置に開口して配置されている。
【００３０】
　保持受部４１の挿入面１５と平行な側面４１Ａ、４１Ｂのうち、挿入面１５に近い側面
４１Ａは、ロックアーム３１の挿入面１５と平行な側面３１Ａ、３１Ｂのうち、挿入面１
５に近い側面４１Ａと面一であり、保持受部４１の挿入面４１Ａから離れた側面４１Ｂは
、ロックアーム３１の挿入面１５から離れた側面３１Ｂと面一である。保持受部４１は、
嵌合面１１側から見て、ロックアーム３１と重なって配置されている。言い換えると、保
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持受部４１は、端子収容部２０を横切る方向において、ロックアーム３１の側面３１Ａと
側面３１Ｂとの間に位置している。
【００３１】
　ロック部３０は、第１側面１９Ａおよび第２側面１９Ｂに対して間隔を空けて配置され
ている。ロック部３０と第１側面１９Ａとの隙間、および、ロック部３０と第２側面１９
Ｂとの隙間は、それぞれ、相手側コネクタに設けられるガイドリブを受け入れるためのガ
イド溝５０である（図２参照）。ガイド溝５０とガイドリブとは、コネクタハウジング１
０と相手側ハウジングとの嵌合動作をガイドする役割、および、コネクタハウジング１０
に対して相手側ハウジングが反対向きの姿勢だった場合の不正規嵌合を規制する役割を果
たす。
【００３２】
　リテーナ収容部６０は、図１０、図１１および図１２に示すように、挿入面１５に開口
部（リテーナ挿入口６１）を有し、複数の端子収容部２０を横切って配置される空間であ
って、挿入裏面１６と平行な突き当たり面６２と、この突き当たり面６２から挿入面１５
に向かって延びる内周面６３によって定義される空間である。突き当たり面６２は、挿入
裏面１６と、最も挿入裏面１６に近接して配置された端子収容部２０との間に位置してい
る。リテーナ収容部６０は、複数の端子収容部２０のそれぞれと連通している。
【００３３】
　リテーナ収容部６０の内周面６３は、ロック面１３に近接して、ロック面１３と平行に
配置された天井面６４を有しており、この天井面６４は、図１０に示すように、２つの段
を有している。２つの段のうち、ロック面１３に近い第１段部６４Ａが挿入面１５とロッ
ク凹部１７との間に位置しており、ロック面１３から遠い第２段部６４Ｂが第１段部６４
Ａと隣接して挿入面１５と離れて位置している。第１段部６４Ａと第２段部６４Ｂとの間
には、挿入面１５と平行な蹴込み面（図示せず）が配置されている。
【００３４】
　コネクタハウジング１０は、図１０、図１１および図１２に示すように、リテーナ収容
部６０と係合空間４６とを連通する通過孔６５を有している。通過孔６５は、底面１８か
ら第２段部６４Ｂまで貫通する孔と、第１側面１９Ａから蹴込み面まで貫通する孔とが繋
がった形状の孔である。
【００３５】
　リテーナ７０は、リテーナ収容部６０の内部に収容される部材である。リテーナ７０は
、コネクタハウジング１０に対し、端子収容部２０を横切る方向に（挿入面１５から挿入
裏面１６に向かって）挿入されるサイドリテーナであって、端子収容部２０に対する端子
９０の挿抜作業を許容する仮係止位置と、端子９０の挿抜を規制する本係止位置との間で
、端子収容部２０を横切る方向に変位可能とされている。リテーナ７０は、リテーナ本体
部７１と保持部８１とを備えている。
【００３６】
　リテーナ本体部７１は、図４および図５に示すように、蓋板７２および奥板７３と、複
数の床部７４、７５、７６と、複数の仕切り壁７７と、複数のランス７８と、複数の端子
係止突起７９とを有している。
【００３７】
　蓋板７２および奥板７３は、それぞれ、挿入面１５と平行に配置されている。蓋板７２
は、図１および図３に示すように、その外形がリテーナ挿入口６１の孔縁の形状とほぼ等
しくなっており、図１２に示すように、リテーナ７０が本係止位置に装着された状態で、
リテーナ挿入口６１を塞いで配置される。奥板７３は、図１２に示すように、リテーナ７
０が本係止位置に装着された状態で突き当たり面６２に当接する。
【００３８】
　複数の床部７４、７５、７６は、端子収容部２０の列の数に対応して３段が、互いに間
隔を空けて配置されている。各床部７４、７５、７６は、図５に示すように、蓋板７２と
奥板７３との間に、蓋板７２および奥板７３と垂直に（リテーナ７０がリテーナ収容部６
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０に収容された状態でロック面１３と平行に）配置されている。
【００３９】
　３つの段のうち、リテーナ７０がリテーナ収容部６０に収容された状態で最もロック面
１３に近い段が第１床部７４であり、２段目が第２床部７５、最もロック面１３から離れ
た段が第３床部７６である。第２床部７５の両端部は、それぞれ、蓋板７２と奥板７３と
に接続している。第３床部７６も同様である。第１床部７４は第２床部７５および第３床
部７６よりも短く、蓋板７２から奥板７３に向かって延びている。　
【００４０】
　リテーナ７０がリテーナ収容部６０に収容された状態では、図１０、図１１、および図
１２に示すように、第２床部７５は第２列を構成する端子収容部２０とロック凹部１７の
底面１８との間に位置し、その一部が、リテーナ収容部６０の第２段部６４Ｂに当接する
。また、第３床部７６は第２列を構成する端子収容部２０と第３列を構成する端子収容部
２０との間に位置する。第１床部７４は、挿入面１５とロック凹部１７との間に配置され
、第１列を構成する端子収容部２０とロック面１３との間に位置し、リテーナ収容部６０
の第１段部６４Ａに当接する。
【００４１】
　仕切り壁７７は、各床部７４、７５、７６に対して垂直に立設する壁である。仕切り壁
７７は、図５に示すように、第１床部７４から第２床部７５に向かって１つ、第２床部７
５から第３床部７６に向かって複数、第３床部７６から第２床部７５と反対側に向かって
複数が、それぞれ立設されている。第１床部７４から延びる１つの仕切り壁７７は第２床
部７５に、第２床部７５から延びる複数の仕切り壁７７はそれぞれ第３床部７６に接続さ
れている。リテーナ７０がリテーナ収容部６０に装着された状態では、各仕切り壁７７は
、隣り合う２つの端子収容部２０の間に位置する。各床部７４、７５、７６と各仕切り壁
７７とで区切られた空間のそれぞれは、各端子収容部２０に連通している。
【００４２】
　複数のランス７８は、図４および図５に示すように、各床部７４、７５、７６において
、リテーナ７０がリテーナ収容部６０に収容された状態でロック裏面１４と対向する面に
配置されている。各ランス７８は、各床部７４、７５、７６からそれぞれ嵌合面１１に向
かって斜めに延びる部材であって、各床部７４、７５、７６に接続している基端部を支点
として、各床部７４、７５、７６に対して接近又は離間する方向へ弾性撓みすることが可
能となっている。ランス７８は、各端子収容部２０に対してそれぞれ１つずつが配置され
ている。
【００４３】
　複数の端子係止突起７９のそれぞれは、各床部７４、７５、７６において、リテーナ７
０がリテーナ収容部６０に収容された状態でロック裏面１４と対向する面に配置されてい
る。複数の端子係止突起７９のそれぞれは、ランス７８と同様に、各端子収容部２０に対
してそれぞれ１つずつが配置されている。各端子係止突起７９は、図６に示すように同じ
端子収容部２０に対して配置されるランス７８よりも嵌合裏面１２に近接した位置であっ
て、かつ、図５に示すように同じ端子収容部２０に対して配置されるランス７８に対して
蓋板７２側に寄った位置に配置されている。
【００４４】
　保持部８１は、保持受部４１と係合して、リテーナ７０をコネクタハウジング１０に対
して、仮係止位置または本係止位置に保持するための部分である。保持部８１は、第２床
部７５の第３床部７６とは反対側の面（リテーナ７０がリテーナ収容部６０に収容された
状態でロック面１３と対向する面）において、第１床部７４よりも奥板７３に近接した位
置に配置されている。
【００４５】
　保持部８１は、脚部８２と、撓み板８３（撓み部に該当）と、保持凸部８４とを備えて
いる。脚部８２は、第２床部７５から第３床部７６とは反対側に向かって立ち上がる部分
である。撓み板８３は、脚部８２から奥板７３に向かって延びる板状の部分である。撓み



(8) JP 6128056 B2 2017.5.17

10

20

30

40

50

板８３は、第２床部７５と平行に、第２床部７５に対して間隔を空けて配置されており、
脚部８２を支点として第２床部７５に対して接近又は離間する方向へ弾性撓みすることが
可能となっている。リテーナ７０がリテーナ収容部６０に収容された状態では、撓み板８
３は、保持受部４１の係合空間４６に収容され、押さえ壁４４に当接する。
【００４６】
　保持凸部８４は、撓み板８３から第２床部７５に向かって突出する凸部であって、仮係
止突起４８または本係止突起４９と係合する。
【００４７】
　コネクタハウジング１０には、複数の端子９０が装着される。各端子９０は、金属製で
あって、導電性を有している。各端子９０は、図８、図９に示すように、相手側の端子（
図示せず）と接続される端子本体９１と、電線Ｗの端末に接続される電線接続部９２とを
有している。このうちの電線接続部９２は、端子本体９１の一端に連なる形で設けられて
いる。端子本体９１は、両端に開口した角筒形であって、電線接続部９２に連なる底板９
４と、底板９４と対向する天板９３とを有する。天板９３は、ランスを受け入れるランス
受入孔９５を有している。１つの端子収容部２０の内部に、１つの端子９０が収容される
。
【００４８】
　次に、コネクタハウジング１０へのリテーナ７０および端子９０の組付手順を説明する
。
【００４９】
　まず、リテーナ７０を仮係止位置に装着する。リテーナ７０を、リテーナ挿入口６１を
通してリテーナ収容部６０に挿入する。リテーナ７０がリテーナ挿入口６１から突き当た
り面６２に向かって進入していくと、保持部８１が通過孔６５を通過し、さらにガイド溝
５０を横切って、ロック凹部１７に進入する。そして、撓み板８３が係合空間４６に進入
する。すると、保持凸部８４が仮係止突起４８に乗り上げ、撓み板８３が底面１８から離
間する方向に撓み変形する。このとき、撓み板８３の先端部（保持凸部８４の配置位置の
近傍の部分）が、逃がし孔４７に入り込む。つまり、逃がし孔４７が、撓み板８３の先端
部が撓み変形することを許容するスペースとなっている。保持凸部８４が仮係止突起４８
を乗り越えると、撓み板８３が弾性復帰し、仮係止突起４８と本係止突起４９との間に保
持凸部８４が収まる。これにより、リテーナ７０が仮係止位置に保持される（図１０参照
）。
【００５０】
　このとき、各ランス７８が、リテーナ７０の挿入方向において各端子収容部２０と同じ
位置に配置される。つまり、各端子９０の挿入経路上に各ランス７８が配置される。一方
、各端子係止突起７９は、リテーナ７０の挿入方向において各端子収容部２０とずれて（
端子収容部２０よりも挿入面１５に近接して）配置される。つまり、各端子係止突起７９
は、端子９０の挿入経路上から外れて配置される。
【００５１】
　続いて、端子９０をコネクタハウジング１０に装着する（図８、図９参照）。各端子９
０を、嵌合裏面１２側の開口部から各端子収容部２０に挿入する。端子９０が進入してい
くと、ランス７８の自由端が端子９０のランス受入孔９５に入り込み、その孔縁に係止し
て端子９０を抜け止めする（一次係止）。
【００５２】
　次に、リテーナ７０を本係止位置に移動させる。リテーナ７０をリテーナ収容部６０の
奥方へ押し込むと、保持凸部８４が本係止突起４９に乗り上げ、撓み板８３が底面１８か
ら離間する方向に撓み変形する（図１１参照）。このとき、仮係止位置への装着時と同様
、逃がし孔４７が、撓み板８３の先端部が撓み変形することを許容するスペースとなって
いる。保持凸部８４が本係止突起４９を乗り越えると、撓み板８３が弾性復帰し、保持凸
部８４が本係止突起４９に対して、仮係止突起４８とは反対側に配置される。また、奥板
７３が突き当たり面６２に突き当たる。これにより、リテーナ７０が本係止位置に保持さ
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れる（図１２参照）。このとき、保持部８１の全体が係合空間４６の内部に収容されてい
る。
【００５３】
　リテーナ７０が本係止位置に保持された状態では、各端子係止突起７９が、リテーナ７
０の挿入方向において各端子収容部２０と同じ位置に配置される。各端子係止突起７９は
、各端子９０における端子本体９１の一端部（電線接続部９２が接続されている端部）に
係止し、端子９０を抜け止めする（二次係止）。
【００５４】
　リテーナ７０が本係止位置に保持された状態では、撓み板８３の基端部（脚部８２と接
続されている部分）に近い部分に押さえ壁４４が当接する。このように、押さえ壁４４に
よって撓み板８３が押さえられていることで、保持凸部８４が本係止突起４９に乗り上げ
るように（つまり、コネクタハウジング１０への係合を脱する方向に）撓み板８３が撓む
ことが抑制され、保持凸部８４の本係止突起４９に対する係止力が補強される。
【００５５】
　以上のように本実施形態によれば、保持受部４１は、ロックアーム３１の側面３１Ａと
側面３１Ｂとの間に位置しており、端子収容部２０を横切る方向（リテーナ７０の変位方
向）において、ロックアーム３１と重なって配置されている。そして、保持部８１は、リ
テーナ７０がリテーナ収容部６０に収容されると、保持受部４１の係合空間４６内に収容
される。つまり、保持部８１および保持受部４１が、リテーナ７０の変位方向において、
ロックアーム３１と重なって配置されている。
【００５６】
　ロック部３０（ロックアーム３１および保持受部４１）よりも挿入面１５に近い領域、
および、ロック部３０よりも挿入裏面１６に近い領域は、リテーナ７０をコネクタハウジ
ング１０に保持するための構造、およびコネクタハウジング１０を相手側ハウジングに保
持するための構造が存在しない領域となっている。そして、この領域には、相手側コネク
タとの嵌合を案内するための構造を配置することができる。本実施形態においては、ロッ
ク部３０と第１側面１９Ａとの隙間、および、ロック部３０と第２側面１９Ｂとの隙間が
、相手側コネクタに設けられるガイドリブを受け入れるためのガイド溝５０となっている
。このような構成によって、リテーナ７０をコネクタハウジング１０に係止するための構
造と、コネクタハウジング１０の相手側ハウジングとの嵌合をガイドするための構造との
干渉を避けることができる。
【００５７】
　さらに、保持部８１が、撓み板８３と保持凸部８４とを備え、保持受部４１が、保持凸
部８４と係合する仮係止突起４８および本係止突起４９と、撓み板８３に当接する押さえ
壁４４とを備え、押さえ壁４４が逃がし孔４７を有し、仮係止突起４８の一部および本係
止突起４９が、ロック面１３側から見て逃がし孔４７と重なる位置に配置されている。
【００５８】
　このような構成によれば、リテーナ７０のコネクタハウジング１０への組付け時に必要
な撓み板８３の最低限の変位を、逃がし孔４７によって許容しつつ、押さえ壁４４によっ
て撓み板８３を押さえることで、保持部８１と保持受部４１との係止力を補強できる。
【００５９】
　＜他の実施形態＞
　本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例え
ば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
（１）上記実施形態では、リテーナ７０がランス７８を備えていたが、ランス７８は、コ
ネクタハウジング１０に配置されていても構わない。
【００６０】
（２）上記実施形態では、撓み許容空間は逃がし孔であったが、撓み許容空間は、押さえ
壁部においてロック板部と当接する面から内側に凹んだ凹部であっても構わない。
【００６１】
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（３）上記実施形態では、保持受部４１は、ロックアーム３１よりも嵌合面１１に近接し
て（つまり、リテーナ７０の挿入方向と交差方向においては、ロックアームとずれて）配
置されていたが、リテーナ７０の挿入方向と交差方向においては保持受部がロックアーム
と重なって配置されていても構わない。
【００６２】
（４）上記実施形態では、保持部８１がリテーナ７０に、保持受部４１がコネクタハウジ
ング１０に配置されていたが、保持部がコネクタハウジングに、保持受部がリテーナに配
置されていても構わない。
【００６３】
（５）上記実施形態では、ロック部３０と第１側面１９Ａとの間、ロック面３０と第２側
面１９Ｂとの間の隙間がガイド溝５０とされていたが、ロック部と挿入面との間、および
ロック部と挿入裏面との間に、コネクタハウジングと相手側ハウジングとの嵌合を案内す
るための構造が配置されていても構わない。
【００６４】
（６）上記実施形態では、コネクタハウジング１０が、相手側ハウジングに設けられたガ
イドリブを受け入れるガイド溝５０を備えていたが、コネクタハウジングが、相手側ハウ
ジングに設けられたガイド溝に進入するガイドリブを備えていても構わない。
【００６５】
（７）上記実施形態では、コネクタハウジング１０に３つの端子収容部２０の列が配置さ
れていたが、端子収容部２０の配列には特に制限はない。また、上記実施形態では、リテ
ーナ７０が３段の床部７４、７５、７６を有していたが、床部は端子収容部の配列に合わ
せて配置されていればよい。
【符号の説明】
【００６６】
１…コネクタ
１０…コネクタハウジング
１８…底面（外面）
２０…端子収容部
３１…ロックアーム
４１…保持受部
４４…押さえ壁（撓み規制部）
４７…逃がし孔（撓み許容空間）
６０…リテーナ収容部
７０…リテーナ
８１…保持部
８３…撓み板（撓み部）
９０…端子
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